
令和６年度「青森県学生向けスタートアップ人材育成業務」仕様書 

 

１ 目的 

本県の経済成長と社会課題の解決を加速させるため、イノベーションの原動力とな

るスタートアップの創出に向け、将来の担い手となるスタートアップ人材の育成に取

り組むこととしている。 

そこで、県内の大学生や高校生等を対象に、創業者の成功体験などを通じ、スタート

アップの魅力や知識などを学ぶためのセミナー等を開催することにより、起業家マイ

ンドを醸成し、県内におけるスタートアップの基盤強化を図る。 

 

２ 委託業務名 

令和６年度「青森県学生向けスタートアップ人材育成業務」 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和７年３月１７日（月）までとする。 

 

４ 委託業務の内容 

⑴ スタートアップ人材育成のための学生向けセミナーの企画・運営 

県内の大学生や高校生等を対象に、創業者の成功体験などを通じ、スタートアッ

プの魅力や知識、起業家マインドなどを学ぶためのセミナー等を開催する。 

 開催時期：下記⑵のワークショップ開始前 

 開催方法：リアルとオンラインのハイブリッド 

業務内容：セミナーの企画、講師の選定及び謝金等の支払い、会場の手配及び使

用料の支払い、開催周知、参加者の募集及び集客、会場設営及び撤

去、当日の運営（受付、司会・進行、議事録作成等）、資料作成・印

刷・配付、アンケートの作成及び集計、連絡調整、進捗管理など 

 

⑵ 起業家マインド醸成のための学生向けワークショップの企画・運営 

県内の大学生や高校生等を対象に、本県の地域課題をテーマにビジネスプランを

作成するワークショップを開催する。 

ワークショップの参加者は⑴のセミナー参加者の中から選抜することを基本とす

る。参加者の選抜方法、ワークショップの実施手法については、自由提案とする。 

なお、ビジネスプラン完成まで、必要に応じて、メンタリング等による伴走支援

を行うこと。 

開催時期：７月～１２月 

開催方法：リアル又はオンライン 

開催回数：４回以上 

参加人数：３チーム程度（各３～６名程度） 

     ※チームの人数について、学校単位の参加で、教員がメンタリング等

による伴走支援を行う体制が整っている場合は、この限りではな

い。 

業務内容：ワークショップの企画、ファシリテーター・メンターの手配、会場の

手配及び使用料の支払い、会場設営及び撤去、当日の運営（受付、司

会・進行）、資料作成・印刷・配付、連絡調整、進捗管理など 

  



⑶ 成果報告会の企画・運営 

⑵のワークショップで作成したビジネスプランを県民に対して発表する報告会を

開催する。 

開催時期：１２月以降 

業務内容：イベントの企画、会場の手配及び使用料の支払い、開催周知、参加者

の募集及び集客、会場設営及び撤去、当日の運営（受付、司会・進

行、議事録作成等）、資料作成・印刷・配付、アンケートの作成及び

集計、連絡調整、進捗管理など 

 

⑷ 業務実施効果を高めるための取組の企画提案 

上記⑴～⑶を実施するに当たり、事業効果が最大限発揮されるよう、県内の大学

及び高校との連携など必要な取組を行う。 

 

⑸ 業務実績報告書の作成 

本業務の実施結果及び実施成果等をまとめた報告書を作成し、提出する。 

・概要版及び詳細版（いずれもＡ４版とし、概要版は２枚以内） 

・電子データを収録したＣＤ－Ｒ 

 

５ その他 

業務の実施に当たっては、青森県と十分な連絡調整を行うものとし、その他本仕様

書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、青森県と協議するものとす

る。 

また、天変地異その他やむを得ない事由により仕様内容の一部が遂行できない場合

は、委託料の額を変更するものとする。 


